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令和８年度 国際スポーツ大会誘致・調査支援事業 実施要綱 

 

令和８年 ２月３日 

７ ス 国 国 第 6 0 5 号 

  

（目的) 

第１条 この要綱は、東京都（以下「都」という。）が、東京への国際スポーツ大会の誘

致・開催を促進するために行う、国際スポーツ大会の誘致・調査支援事業（以下「支援

事業」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。  

 

(用語の定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりと

する。 

(１) 「支援大会」とは、支援事業において支援する国際スポーツ大会をいう。 

 (２) 「公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟競技団体」とは、公益財団法人日

本オリンピック委員会加盟団体規程第２条に規定する要件を全て満たし、公益財団法

人日本オリンピック委員会により加盟団体として認められたものをいう。 

 (３) 「公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体」とは、公益財団法人日本ス

ポーツ協会加盟団体規程第２条第１号、第３条及び第４条に定める団体をいう。 

 (４) 「公益財団法人日本パラスポーツ協会の登録団体」とは、公益財団法人日本パラ

スポーツ協会定款第５条第１項第１号に定める団体をいう。 

 

(支援事業の対象となる大会) 

第３条 支援事業の対象となる国際スポーツ大会は、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

(１)「令和７年度国際スポーツ大会誘致・開催支援事業」（以下「令和７年度誘致支

援事業」という。）における支援大会のうち、令和８年度中に誘致活動を継続して

実施する大会 

(２) 次の全ての要件を満たし、国内外から多くの観客・選手が集まり、東京のス

ポーツ振興及び都市のプレゼンス向上、賑わいの創出等が期待される国際スポーツ

大会 

ア 東京都内での開催が予定されていること。 

イ 国際競技連盟（アジア連盟等を含む。）など各競技を統括する国際団体が主催又

は公認等すること。 

ウ 公益財団法人日本オリンピック委員会の加盟競技団体、公益財団法人日本ス

ポーツ協会の加盟競技団体及び公益財団法人日本パラスポーツ協会の登録団体
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等、国内統括競技団体（以下「国内統括競技団体」という。）が主催又は主管等す

ること。 

エ 観客数 1,000人以上又は参加国数５か国以上（ただし、パラスポーツの団体競

技の大会においては２か国以上）が見込まれること（オリンピック、パラリン

ピック又はデフリンピックの予選大会を除く）。 

オ 誘致活動においては、令和８年度中に誘致活動を実施し、令和８年４月１日か

ら令和 10年３月 31日までに開催地が決定すること。    

カ 大会の開催時には、支援大会の開催を通じて、東京都スポーツ推進総合計画に

おけるスポーツの関わり方として掲げた４つの視点「する」「みる」「支える」「応

援する」各々の活動の促進につながるよう、都と連携したスポーツ振興事業を実

施すること。具体例として、アスリートとの交流や競技体験、親子観戦招待や学

校単位での観戦企画、ボランティアの参加等。 

また、スポーツ振興事業の参加者に対してアンケート調査を行うこと。 

  (３) 申請時点で前号に該当する国際スポーツ大会の開催が決定していないこと。 

(４)  第２号にかかわらず、特に必要と認められる国際スポーツ大会（東京都内での

開催を希望するものに限る。） 

２ 前項にかかわらず、次の各項のいずれかに該当するものは、支援事業の対象外とす

る。 

(１) 大会の誘致・開催に当たり、都が開催都市として、この要綱に定めるもの以外の

責務（開催都市契約の締結、開催を支持する旨の公文書の作成（都に責任が生じるも

の）等をいう。）を負うことが予定されている大会 

(２) 申請時点に至るまで、同一大会を想定した同一趣旨において、国際スポーツ大会

の誘致、調査等の支援を目的とした都の財政支援を受けた大会 

 

(支援事業の対象となる団体） 

第４条 支援事業の対象となる団体は、支援大会の誘致・調査等活動を行い、開催地決定

後には支援大会を開催する次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

 (１) 国内統括競技団体 

 (２) 大会の開催準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人（大会組織委

員会等） 

２ 前項にかかわらず、次の各号に該当する団体は、この要綱に基づく支援対象団体とし

ない。 

 (１) 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号。以下「暴排条

例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

 (２) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴

力団員等（暴力団並びに暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第 4号に

規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者があるもの 
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 (３) 政治性又は宗教性のある事業を行うもの 

 (４) 法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの 

  (５) 所属する国際競技連盟が国際大会への参加資格を停止されているなど、関係機関

から何らかの処分を受けている、若しくは疑義が生じているもの 

 

 (支援内容) 

第５条 支援内容は別表１に掲げるものとする。 

２ 支援対象経費及び支援対象外経費は別表２に掲げるものとする。 

３ 別表１に定める経費の支援は、第９条第１項の協定に基づく分担金とする。 

 

(支援の申請) 

第６条 都の支援を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、あらかじめ指定

する期日までに次の申請書を都に提出しなければならない。 

「令和８年度国際スポーツ大会誘致・調査支援事業 支援申請書」（第１号様式） 

２ 前項の申請書に添える関係書類は、次のとおりとする。 

 (１)  事業計画書（第２号様式） 

 (２)  事業収支計画書（第３号様式） 

 (３)  誘致・調査活動における支援対象経費の支出計画書（第４号様式） 

 (４)  団体概要（第５号様式） 

 (５)  誓約書（第６号様式） 

(６)  確約書（第 7号様式） 

(７)  スポーツ庁が策定したスポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況について、

当該ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞に係るセルフチェックリスト又は＜

一般スポーツ団体向け＞に係るセルフチェックシート（ただし、申請者が第４条

第１項第２号に掲げる法人で、予選大会を含む参加国数が 30か国以上又は開催

事業費が２億５千万円以上の国際競技大会については、同庁が公表している「大

規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制の在り方に関する

指針」（令和５年３月 30日）に基づくセルフチェックリスト）（以下「セルフ

チェックリスト」という。） 

  (８) 大会誘致に関する書類（国際競技連盟への立候補書類等） 

  (９) 申請者の定款、規約又はこれらに類するもの 

  (10) 申請者の組織体制 

(11) 申請者の事業計画書、活動実績書又はこれらに類するもの 

  (12) 申請者の役員名簿 

  (13) 直近における申請者の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、財産目録等） 
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  (14) 申請書に使用した印鑑の印鑑証明（ただし、申請日以前３か月以内に発行さ

れたものに限る。） 

(15) その他都が必要と認める書類 

３ 申請者は、原則として、セルフチェックリストによる自己説明及び公表を行うものと

する。 

４ 支援事業の内容により都が必要ないと認めるときは、第１項の規定による申請書に記

載すべき事項の一部又は第２項の規定による関係書類の一部を省略することができる。 

５ 原則として、申請は一団体につき、一大会のみとする。ただし、同時期に開催するな

ど、複数の大会を一体のものとして誘致・開催する場合は一大会とみなし、申請するこ

とができるものとする。 

 

(支援大会の選定) 

第７条 都は、申請のあった国際スポーツ大会について、別途定める審査委員会における

審査結果を踏まえ、支援大会を選定する。 

２ 第３条第１項第１号に掲げる大会で、第６条に掲げる申請書類を提出したものは、本

要綱においても継続して支援大会に選定するものとし、審査委員会へ報告を行うものと

する。 

３ 都は、予算の範囲内において、支援大会を追加で選定する場合には、第 1項の審査結

果を踏まえ、選定することができる。 

４ 前３項の場合において、都は、選定された支援大会を公表することができる。 

 

(選定結果の通知) 

第８条 都は、前条により行った選定結果を、「令和８年度国際スポーツ大会誘致・調査

支援事業選定結果通知書」（第８号様式）により全ての申請者に対し通知する。 

 

（共催協定の締結） 

第９条 支援大会として選定された大会を主催・主管等する国内統括競技団体又は大会の

開催準備及び運営に関する事業を目的として設立された法人（以下「被支援団体」とい

う。）は、大会の誘致・調査に向けて都と相互に協力して取り組むことについて、都と

共催協定を締結する。 

２ 前項の場合において、都は、必要に応じて、被支援団体に対し追加書類の提出を求め

ることができる。 

 

(開催地の決定) 

第 10条 第３条第１項第１号に掲げる大会に関する被支援団体は、支援大会の開催地が

決定した場合、速やかに「国際スポーツ大会開催地決定通知書」（第９号様式）により

報告しなければならない。 
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(分担金の減額） 

第 11条 都は、第５条第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合

は、分担金の全部又は一部を減額することができる。 

 (１) 被支援団体が、事業計画書に記載する事項のうち全部又は一部を実施しなかった

とき。 

 (２) 被支援団体が、第９条に基づく協定に反して事務を処理したとき。 

(３) 東京都スポーツ推進本部実施のスポーツ関連事業における補助金・分担金等の受

給対象者から除外されることが決定したとき。 

 

(経理） 

第 12条 支援大会の経理は、第６条第２項に定める事業収支計画書に基づき、被支援団

体が行う。 

２ 都の分担金は、公正、公平、効率的に執行すること。 

３ 被支援団体は、都分担金取扱責任者を設置し、「令和８年度 国際スポーツ大会誘致・

調査支援事業都分担金取扱責任者設置届出書」（第 10号様式）により都に報告する。ま

た、都分担金取扱責任者は、善良な管理者の注意を持って公正に経理処理を行う。 

４ 被支援団体は、支援対象経費の支出に当たり、自らの契約処理規定等において、一定

金額以上の契約を締結する際に複数の者から見積りを徴取する定めがある場合は、その

定めに則り適正に契約事務を処理すること。なお、当該定めを有していない場合は、支

援対象経費の適正執行のため、都の取扱いに準じ、原則として 100万円を超える契約

を締結する際は複数の者から見積りを徴取し、契約事務を処理する。 

５ 都分担金の管理に当たっては、口座管理による振込払を原則とする。 

６ 被支援団体は、支援大会の経費と他の経費とを区分して処理する。 

７ 都は、前項に定める支援大会の経費について、被支援団体に対して随時、帳簿等の閲

覧を求めることができる。 

８ 被支援団体は、帳簿その他の関係書類を支援大会の実施期間の属する都の会計年度終

了後、５年間保存しなければならない。 

 

(報告） 

第 13条 被支援団体は、開催地が決定したとき又は大会が終了したとき（中止の承認を

受けたときを含む。）は、原則として、その日から起算して 30日を経過した日又は協定

を締結した会計年度の翌会計年度の４月 10日のいずれか早い日までに、事業報告書、

収支報告書、分担金充当報告書及びその他都が必要と認めた書類を第 11号様式により

都に提出する。ただし、誘致活動が複数年にわたる場合は、翌会計年度の４月 10日ま

でにこれらの書類を都に提出する。 
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(解除及び都補助金等申請の一時停止） 

第 14条 都は、被支援団体及び支援大会を主催又は公認等する国際競技連盟（アジア連

盟等を含む。）等の事業運営において、著しく適正を欠く行為があったときは、第９条

に基づく協定を締結しないこと又は解除することができる。 

２ 前項の規定に基づき、都が協定を締結しないこと又は解除したことにより被支援団体

に損害が生じても、都は、その賠償の責めを負わない。 

３ 第 1項の規定は、支援対象事業について支払うべき分担金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

４ 都は、第 1項に基づき協定を締結しない又は解除したときは、当該処分を行った年度

の翌年度から５年以内で、当事業並びに都が別に指定する東京都スポーツ推進本部実施

のスポーツ関連事業における補助金・分担金の受給対象者から除外することができる。 

 

(分担金の支払） 

第 15条 都は、第 13条の規定による書類の提出を受けた場合において、その内容を精査

し適正と認めたときは、分担金の額を確定し被支援団体に通知する。 

２ 都は、前項に定める精査において、支援大会の準備、運営に係る手続等について、被

支援団体に説明を求めることができる。 

３ 被支援団体は、第１項で確定した分担金の額を記載した請求書を都へ提出する。 

 

(分担金の返還） 

第 16条 都は、次の各号のいずれかに該当した場合は、期日を定めて分担金の一部又は

全部の返還を命じる。 

 (１) 都が第 11条の規定により分担金を減額した場合において、既に被支援団体にその

額を超える分担金が支出されているとき。 

 (２) 都が第 14条の規定により協定を解除した場合において、既に被支援団体に分担金

が支出されているとき。 

 

(違約加算金又は延滞金） 

第 17条 都が前条第１号又は第２号の規定により被支援団体に分担金の返還を命じた場

合（ただし、同条第１号の規定による場合は、被支援団体の責めによらずに第 11条第

１号に該当した場合を除く。）においては、都は被支援団体にその命令に係る分担金の

受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該分担金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき、年 10.95パーセントの

割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付させることができる。 

２ 都が被支援団体に対し、前条第１号又は第２号の規定により分担金の返還を命じた場

合において、被支援団体がこれを期日までに納付しなかったときは、被支援団体は当該
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期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95パーセント

の割合で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付する。 

 

(延滞金及び違約加算金の計算） 

第 18条 都が前条第１項の規定により被支援団体に違約加算金の納付を命じた場合にお

いて、被支援団体の納付した金額が返還を命じた分担金の額に達するまでは、その納付

金額は、まず当該返還を命じた分担金の額に充てるものとする。 

２ 都が前条第２項の規定により被支援団体に延滞金の納付を命じた場合において、返還

を命じた分担金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間

に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるも

のとする。 

 

(安全確保） 

第 19条 支援大会の開催時に、被支援団体は、その運営に関し、参加者等の安全確保に

十分配慮するものとし、万一事故等が発生したときは、自らの責任において対応するも

のとする。 

 

(個人情報の取扱い） 

第 20条 都及び被支援団体が、各々の業務により取得した個人情報（以下「取得個人情

報」という。）は、各々が保有する個人情報とする。 

２ 被支援団体は、保有する取得個人情報について、関係法令等を遵守し、適切に管理す

る体制があることを疎明する資料として、個人情報安全管理水準届出（第 14号様式）

を都に提出する。 

３ 都及び被支援団体は、各々が保有する取得個人情報を、相互に共同して利用する。こ

の場合において、都及び被支援団体は、取得個人情報を共同して利用すること、その目

的及び共同して利用する項目及び当該個人情報の管理に係る責任を有する者について、

あらかじめ本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。)が知ることがで

きるよう措置を講ずる。 

４ 都及び被支援団体は、各々が保有する取得個人情報及び前項の規定により共同して利

用する取得個人情報の取扱いについて、関連法令等を遵守し、適正に管理を行う。 

５ 都又は被支援団体の故意又は過失により事故が生じた場合は、各々の責任及び費用負

担によりこれを解決する。 

６ 都又は被支援団体の一方が、他方の保有する取得個人情報の取扱いについて、第三者

に委託を行う場合は、当該委託を受ける者及びその者における当該個人情報の取扱いに

係る管理状況について、他方に文書で報告する。 
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７ 都及び被支援団体は、事業が終了したときは、各々が保有する取得個人情報につい

て、法令等にあらかじめ定められた保存年限に従い保管した後、復元又は判読が不可能

な方法により消去又は廃棄する。 

 

(状況報告） 

第 21条 被支援団体は、第８条により選定結果の通知を受けてから、毎月、月末まで

に、その遂行状況を書面にて都に報告する。 

２ 前号に加え、都は、支援大会の円滑適正な遂行を図るため、必要があると認めるとき

は、その遂行状況に関し、被支援団体に対し報告させるものとする。 

 

(申請内容の変更・取下げ） 

第 22条 被支援団体は申請内容に変更が生じた場合又は支援を取り下げる場合は、速や

かに「令和８年度国際スポーツ大会誘致・調査支援事業 申請内容の変更・取下書」（第

12号様式）を都に提出し、あらかじめ都の承認を得るものとする。ただし、軽微な変

更については、報告をもって代えることができる。 

２ 都は、前項により被支援団体が提出した申請書の内容を審査の上、「令和８年度国際

スポーツ大会誘致・調査支援事業 申請内容の変更・取下げに係る通知書」（第 13号様

式）により被支援団体に通知する。 

 

(支援大会の全部又は一部の中止） 

第 23条 被支援団体は、天変地異や不測の事故等、自らの責めによらない事由により、

支援大会の全部又は一部を中止するときは、事前に都と協議するものとする。 

２ 被支援団体の責により、支援大会の全部又は一部が実施されなかった場合、未実施に

なったことに伴う経費一切は支援の対象外とする。 

３ 被支援団体は、支援大会の全部又は一部を中止したときは、第 13条に準じ報告を行

うものとする。 

 

(東京都名義の使用） 

第 24条 被支援団体は、都の名義を使用して印刷物等を作成する場合には、事前に原稿

を都に提出し、その承認を得るものとする。 

  被支援団体は、協賛者等が都の名義を使用して印刷物等を作成する場合には、前項の

規定と同様の措置を行うものとする。 

 

(その他) 

第 25条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、都が別 

 に定める。 
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附 則 

この要綱は、令和８年２月３日から施行する。 

 

別表１（支援内容） 

 内容 

経費の支援 

１ 誘致・調査に係る経費については、別表２に定める支援対象経

費の２分の１を支援することとし、１大会当たりの支援の上限額

は 400万円とする。ただし、前年度誘致支援事業において支援を

受けた大会については、上記金額から、前年度誘致支援事業にお

ける支援額を差し引いた金額を上限額とする。 

２ 支援事業における支援大会数は、後年度の支援予定を考慮し、

各年度の都の予算の範囲内で設定する。 

３ 支援大会の収支決算において、余剰金が生じたときは、その余

剰金額を１に規定する額から控除する。 

４ 支援大会の収支決算において、欠損金が生じたときは、被支援

団体の負担とする。 

その他の支援 

１ 次の支援について、実施に当たり、都度、被支援団体は都に協

議するものとする。 

(１) 東京都名義の使用 

(２) 誘致活動に係る応援レターの発出（都に責任が生じるものを除

く。） 

(３) 東京都広報媒体による大会ＰＲ 

(４) その他 

２ 都は、支援大会のうち希望する大会に対し、大会誘致、大会運

営、広報、マーケティング又は大会経理に係る専門人材の活用支援
※１を行う。対象大会は、申請者の意向及び別途定める審査委員会に

おける審査結果を踏まえ、都の予算の範囲内において選定する。 

※１ 外部人材の活用支援について  

支援大会に対して、都が指定する事業者による「外部人材の活用支援」を実施する。この支援は、

申請者のうち希望する者のみが申請を行う。事業者への委託料は都が負担する。  

なお、この支援は都予算の範囲内において実施し、支援可否については、選定結果通知時に合わせ

開催支援申請者に通知する。  

①外部人材の支援期間  

原則として、令和８年４月から誘致・調査活動終了の翌月末まで （ただし、最長でも令和９年

３月末までとする） 

②外部人材の支援内容  

・１回３時間程度の対面打合せを伴う支援を１か月につき４回実施  

・WEB会議、電話、電子メール、Microsoft Teams等を活用して随時実施   

・大会開催約１週間前から終了翌日までの対面打合せ及び現場対応  

③支援する業務分野及び想定する人材  
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・大会誘致：外国語に堪能で、個人又は実務責任者として国際的なスポーツ大会又は催事の誘致

における調整経験がある人材 

・大会運営：大規模スポーツ大会又は催事を実務責任者として企画・運営した経験のある人材  

・広報：観客獲得に向けた広報活動及び集客促進施策の企画、メディア取材誘致に強みを持ち、

大規模催事における集客実績がある人材  

・マーケティング：大規模スポーツ大会又は催事等の協賛獲得に向けた営業活動の経験及び実績

がある人材  

・大会経理：大規模スポーツ大会又は催事に関する経理、会計処理の実務経験及び実績がある人

材  

④誘致・調査支援申請時に必要な申請事項  

 当該支援を希望する申請者は、「外部人材を活用して実施する取組内容」を事業計画書（第２号様

式）に記載する。支援を希望する業務分野をいずれか１種類選択すること。  

 

別表２（支援対象経費及び支援対象外経費） 

支援対象経費 

支援大会の誘致・調査活動に係る事務経費（広報宣伝費、印刷製本

費、翻訳費、委託費、人件費、国際競技連盟招へい費等）、渡航費※

２・宿泊費※３（誘致・調査活動のために要した経費に限る。）、その他

特に必要と認められる経費。ただし、使途が明示された補助金その

他の収入に相当する額を含まないものとする。 

支援対象外経費 

(１) 被支援団体の責により誘致・調査活動が未実施となったことに

伴い生じた経費  

(２) 事業目的に照らし、都の事業として支援することが適当でない 

 と認められる経費（例：接待を対象とする経費、被支援団体役職

員への日当、旅行保険料等） 

(３) 上記渡航費・宿泊費のうち、国際競技連盟が主催する会議への

定例的な出席等、誘致活動に直接起因しない経費 

(４) パソコン・動画配信サイト利用料、ホームページ更新費、シス

テム導入費、備品購入費等被支援団体の経常的な使用又は利用に係

る経費 

(５) 都が指名停止措置を行っている事業者への支払経費 

(６) 「第５号様式（第６条関係）団体概要」にて、「団体における

会計上の消費税及び地方消費税の取扱」のいずれの事項にも該当し

ない団体については、支援対象経費内の消費税額 

 

※２ 渡航費とは、航空賃及び空港旅客サービス施設使用料をいう。実費弁償を原則とするが、航空

賃については、以下の上限額の範囲とする。 

 運賃の等級を３階級に区分する

航空路による旅行の場合 

運賃の等級を２階級に区分する

航空路による旅行の場合 

運賃の等級を設けな

い場合 

役員（理事以上） 中級の運賃 上級の運賃 航空機の利用に 

要する運賃 その他 下級の運賃 下級の運賃 
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※３ 宿泊費は、以下の上限額の範囲の実費額とする。 

①外国における宿泊費 

 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方 

役員（理事以上） 25,700円 21,500円 17,200円 15,500円 

その他 19,300円 16,100円 12,900円 11,600円 

 指定都市とは、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、

ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの

地域をいう。 

 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち、上記指定都市以外の地域をいう。 

 丙地方とは、アジア地域（本邦を除く。）、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域の

うち、上記「指定都市」以外の地域をいう。 

 乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域（本邦を除く。）をいう。 

 

②日本における宿泊 

 甲地方 乙地方 

役員（理事以上） 15,000円 13,500円 

その他 11,000円 10,000円 

 甲地方とは、東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都

市、大阪市、堺市、神戸市、福岡市、広島市の地域をいう。 

 乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。 

 上記地域の定義については、「職員の旅費に関する条例第２条第２項等による旅費規則」（昭和 26年

東京都人事委員会規則第５号）第７条から第 10条までのとおりとする。 

本要綱に定めのない事項については、「職員の旅費に関する条例」（昭和 26年東京都条例第 76号）

における取扱いに準ずるものとする。 

 

※２・３ 宿泊費及び渡航費に関して、対象者の障害特性に合わせた対応を行うために規定額を超え

る費用が生じる場合は、次の条件を満たす場合に限り、当該費用を支援対象とする。 

①障害特性に合わせたどのような対応が必要か、条件を明示すること 

②複数の事業者から見積りを徴取し、低廉な事業者を選定すること 

 


